
寒川町公共施設再編計画改定版（案）  
寒川町自治基本条例に基づくパブリックコメント 

  （町民意見の公募） 

概要版 

（意見募集期間） 

令和６年１２月２３日（月） ～ 令和７月 1 月２４日（金） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●40年間という長期的な視点で、公共施設等のあり方を示した「公共施設等総合管理計画」の実行
プランです。 

●令和 7年 3月に改定予定。令和 7～18年度までの 12年間の計画です。 
●12年間における 5つの分野の施設に関する現状や課題、今後の対策を明記しています。 
  【5つの分野】 

地域活動施設／保健福祉施設／学校教育施設／文化・スポーツ施設／ 
行政・環境・消防施設 のこと 

     ※道路や下水道などのインフラ施設等の対策は、所管課策定の計画に明記しています。 

◆公共施設再編計画（個別施設計画）とは 

 

●現行計画「９つの基本方針」の点検 
 ➡基本方針の見直しの有無について点検を実施しました。 
  （現行計画で方針として挙げていた、寒川学校給食センター整備や、さむかわ庭球場の改修に 

ついては、すでに施設の整備が完了し供用を開始しているため、方針から外しました） 
 
●個別施設ごとの対策実施内容の点検 

 ➡計画のスケジュールや対策実施費用の点検を実施しました。 
  （健康福祉の集約施設の白紙化／小中学校再配置のスケジュールの再検証／総合体育館 

修繕スケジュールの見直し／消防拠点整備スケジュールの南・北地域の入替え など） 
 
●新たな財政推計及び人口推計に基づく計画の見直し 
 ➡財政シミュレーションを実施し、小中学校再配置の検討結果を反映しました。 

◆計画改定のポイント 

 

 

◆公共施設再編計画を取り巻く現状と課題① 

●公共施設や公用施設の多くは、 

昭和 40～50年代にかけて整備 

されており、公共建築物の約 6 

割が建築後 30年以上経過。 

●老朽化が進展し、今後多くの施 

設で建替えなどの更新時期が 

一斉に到来。 

 ➡全ての施設を更新することはできな 

いため、行政が維持する施設の優先 

順位付けが必要となってきます。 



⇒計画全般について、町民の皆さんからのご意見を募集いたします。 
 ★本資料は概要版です。全体資料は各施設への配架、もしくは web（最終ページ参照）よりご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●学校教育施設の再編や公共施設の統廃合・複合化、既存建物の長寿命化など 
により、財政負担を軽減します。 

●住民サービスを維持し、公共施設の最適配置を目指します。 
 
【40年後の施設配置イメージ】 

◆再編に関する基本方針 

教
育
施
設 

◆公共施設再編計画を取り巻く現状と課題② 

●将来人口は、2065年には 

35,661人となりピーク時 

から約 1.3万人減少。 

●高齢化率は、2065年時点 

で約 38％ととなり、R5比 

約 10％上昇。 

●年少人口は、2065年には

2,834人となり R5比約 

3千人減少。 

➡人口減少、少子高齢化による社会保障費の増加と税収減が想定され、町の財政はさらに厳しくなる 

ため、公共施設の最適配置が必要となってきます。 
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育
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◆12年間（2025年～2036年）で実施する事 

①消防広域化による分署の整備 

・南部地域に分署を整備します。（令和 13年頃） 

②公民館移転に向けての検討 

 ・学校の再編に合わせた複合化を視野に入れ、機 

能移転を検討します。 

・方向性が決まるまでは、現状維持のための修繕 

を実施します。 

③学校教育施設の再編 ④当面の対応 

・「学校適正化 B案」を進めます。※下図参照 

 

 

 

 

・校舎建替え時は、複合化・多機能化を検討します。 

・再編の結果は、今後見直しの可能性があります。 

・建替えまでの間は、現行機能維持のための必要な 

修繕を実施します。 

 

⑤地域集会所の方向性の検討 

・完全地域移管／一部地域移管／学校への複合化 

の中から方向性を選択します。 

・2030年までに最終的な方向性を決定します。 

⑥にぎわい交流創出ゾーンの検討 

（将来に向けた役場庁舎の建替えの検討） 

（健康・福祉拠点の整備の検討） 

・役場庁舎は機能維持のための修繕を実施し、将 

来的な庁舎の建替えを検討します。 

・健康福祉拠点の位置づけを検討します。 

 

 

◆新たな財政推計に基づく財政シミュレーション 

●学校適正化 B案で行財政運営は可能だが、健全化指標が大幅に上昇（悪化）します。 

●シミュレーション期間の一部年度（令和 15～令和 21年度）において、財政調整基金残高が適正規模の 20億円 

を下回り、公債費残高も大きく増加するため、非常に厳しい財政運営が求められます。 

●学校の更新と庁舎更新を短期間（10年程度）で行うため、財政推計後の令和 29年度～令和 34年度に全ての 

町債償還が重なり年間償還額が 18億円（R5比＋8億円）まで拡大します。 

⑦定期的な推計値の見直しによる 

本方針の検証を継続 

・社会情勢の変動が大きい時代のため、人口推計 

や財政推計の見直しによって、この計画の方針の 

検証を継続します。 

 



次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。 

 

① 郵 送：下記宛先へ郵送してください。 

② ＦＡＸ：0467-75-9907 

③ メール：keikaku＠town.samukawa. 

      kanagawa.jp 

④ 電子申請は、右の二次元コードから 

 

 

 

 

 

 

⑤ 担当課へ持参又は各施設回収箱へ投函 

      受付：土日祝日および年末年始を除く、 

午前 8時 30分～午後 5時。 

 

 

宛先：寒川町総務部 財産管理課 資産経営担当 

 

記入事項 

 別添の回答用紙の内容に沿ってご記入ください。メール 

による回答など回答用紙を用いない場合は、ご住所等も 

含め、回答用紙と同内容を任意の様式でご記入ください。 

 

募集期間 

令和 6年 12月 23 日（月）～令和 7年 1月 24日（金） 

いただいたご意見について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

お寄せいただいたご意見は、「寒川町公共施

設再編計画改定版」の参考にさせていただく

とともに、町の考え方と併せてホームページ

上で公表いたします。個別の回答はいたしま

せんのでご了承ください。 

 

 また、ご意見の提出に際して取得したメー

ルアドレス等の個人情報は、本パブリックコ

メント手続きに限って使用し「個人情報保護

法」に従い適正に管理いたします。 

ご意見の提出方法について 

寒川町 総務部 財産管理課 資産経営担当 

 

住 所 〒253-0196 

    寒川町宮山 165 番地 

 

電 話 0467-74-1111 

ＦＡＸ 0467-75-9907 

お問合せ先 

提出フォーム 


